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 香川県サンポート高松交流拠点施設規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年10月19日 

香川県知事  池  田  豊  人   

香川県規則第42号 

   香川県サンポート高松交流拠点施設規則の一部を改正する規則 

 香川県サンポート高松交流拠点施設規則（平成15年香川県規則第34号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第１条の３） 第１章 総則（第１条・第１条の２） 

第２章 略 第２章 略 

第３章 情報通信交流館の利用 第３章 情報通信交流館の利用（第11条―第17条） 

第１節 オフィス以外の施設（第11条―第16条）  

 第２節 オフィス（第17条・第17条の２）  

第４章～第８章 略  第４章～第８章 略 

附則 附則 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、香川県サンポート高松交流拠点施設条例（平成15年香

川県条例第２号。以下「条例」という。）第３条、第４条第６項及び第７

項、第９条並びに第10条の規定に基づき、香川県サンポート高松交流拠点

施設（以下「交流拠点施設」という。）の管理に関し必要な事項を定める

ものとする。 

第１条 この規則は、香川県サンポート高松交流拠点施設条例（平成15年香

川県条例第２号。以下「条例」という。）第３条、第４条第６項及び第７

項並びに第10条の規定に基づき、香川県サンポート高松交流拠点施設（以

下「交流拠点施設」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

  

（利用の承認を要する施設） （利用の承認を要する施設） 

第１条の２ 略 第１条の２ 交流拠点施設のうち条例第３条の承認（第34条の規定により指

定管理者が行う場合を含む。）を受けなければならない施設は、次に掲げ

る施設とする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 情報通信交流館のうち大研修室、中研修室、小研修室、多目的ホー

ル、会議室、カンファレンスルーム（専用使用により利用する場合に限

る。第13条において同じ。）及びオフィス 

(３) 情報通信交流館のうち大研修室、中研修室、小研修室、多目的ホー

ル及び会議室 

(４)・(５) 略 (４)・(５) 略 
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（使用料納入施設）  

第１条の３ 条例第９条の規則で定めるものは、オフィスとする。  

  

  第２章 国際会議場、展示場及び多目的広場の利用 第２章 国際会議場、展示場、多目的広場、大型テント広場及びア 

ート広場の利用 

  

  第３章 情報通信交流館の利用 第３章 情報通信交流館の利用 

    第１節 オフィス以外の施設  

  

（利用時間） （利用時間） 

第11条 情報通信交流館（３階交流室、カンファレンスルーム及びオフィス

を除く。第３項及び第12条において同じ。）を利用することができる時間

は、午前10時から午後９時30分までとする。 

２ ３階交流室及びカンファレンスルームを利用することができる時間は、

午前10時から午後６時までとする。 

第11条 情報通信交流館を利用することができる時間は、午前10時から午後

９時30分までとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関す

る法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日（以下「休日」という。） 

において情報通信交流館を利用することができる時間は、午前10時から午

後６時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休日（以下「休日」という。）

において情報通信交流館を利用することができる時間は、午前10時から午

後６時までとする。 

４ 知事は、必要があると認めるときは、前３項の規定にかかわらず、臨時 

に、第１項及び第２項に規定する施設（以下この節において単に「施設」

という。）を利用することができる時間を変更することができる。 

３ 知事は、必要があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、臨時 

に、情報通信交流館を利用することができる時間を変更することができる。 

  

（利用することができない日） （利用することができない日） 

第12条 略 第12条 情報通信交流館を利用することができない日は、次のとおりとする。

(１)・(２) 略  (１)・(２) 略 

２ ３階交流室及びカンファレンスルームを利用することができない日は、

次のとおりとする。 

  (１) 休日 

 (２) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

 

３ 知事は、必要があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、臨時 

に、施設を利用することができない日を変更し、又は施設を利用することが

できない日を設けることができる。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、 

情報通信交流館を利用することができない日を変更し、又は情報通信交流

館を利用することができない日を設けることができる。 
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（利用の承認） （利用の承認） 

第13条 大研修室、中研修室、小研修室、多目的ホール、会議室又はカンフ

ァレンスルーム（以下「大研修室等」という。）に係る条例第３条前段の

規定による利用の承認（以下この節において「利用承認」という。）を受

けようとする者は、情報通信交流館大研修室等利用申込書（第４号様式）

を知事に提出しなければならない。 

第13条 大研修室、中研修室、小研修室、多目的ホール又は会議室（以下「

大研修室等」という。）に係る条例第３条前段の規定による利用の承認（

以下この章において「利用承認」という。）を受けようとする者は、情報

通信交流館利用申込書（第４号様式）を知事に提出しなければならない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（利用の承認の変更） （利用の承認の変更） 

第14条 利用承認を受けた者（以下「大研修室等利用者」という。）は、当

該利用承認に係る条例第３条後段の規定による変更の承認（以下この節に

おいて「変更承認」という。）を受けようとするときは、情報通信交流館

大研修室等利用変更申込書（第５号様式）を知事に提出しなければならな

い。 

第14条 利用承認を受けた者（以下「交流館利用者」という。）は、当該利

用承認に係る条例第３条後段の規定による変更の承認（以下この章におい

て「変更承認」という。）を受けようとするときは、情報通信交流館利用

変更申込書（第５号様式）を知事に提出しなければならない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（利用の中止の届出） （利用の中止の届出） 

第15条 大研修室等利用者は、大研修室等の利用を中止しようとするときは、 

 情報通信交流館大研修室等利用中止届（第６号様式）を知事に提出しなけ

ればならない。 

第15条 交流館利用者は、大研修室等の利用を中止しようとするときは、情 

報通信交流館利用中止届（第６号様式）を知事に提出しなければならない。 

  

（利用の承認の取消し等） 

第16条 知事は、大研修室等利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、 

利用承認若しくは変更承認を取り消し、又は大研修室等の利用の停止を命

ずることができる。 

（利用の承認の取消し等） 

第16条 知事は、交流館利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利

用承認若しくは変更承認を取り消し、又は大研修室等の利用の停止を命ず

ることができる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

  

    第２節 オフィス  

  

（利用の承認等） 

第17条 第19条から第25条（第20条第２項ただし書の規定を除く。）まで及

び第28条の規定はオフィスの利用の承認を受ける者について、第26条の規

定はオフィスの利用の承認の取消し等について、第27条の規定はオフィス

の使用料について、それぞれ準用する。 

 

第17条 削除 
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（書類の様式）  

第17条の２ オフィスの利用に係る手続の書類は、それぞれ当該各号に定め

る様式によるものとする。 

 

(１) 前条において準用する第19条第１項に規定する申込書 情報通信交

流館オフィス利用申込書（第７号様式） 

(２) 前条において準用する第20条の２に規定する申込書 情報通信交流

館オフィス利用変更申込書（第８号様式） 

(３) 前条において準用する第23条に規定する申請書 情報通信交流館オ

フィス改造等承認申請書（第９号様式） 

(４) 前条において準用する第25条に規定する届出書 情報通信交流館オ

フィス利用中止届（第10号様式） 

 

  

（利用の承認） （利用の承認） 

第19条 事務室に係る条例第３条前段の規定による利用の承認（以下この章

において「利用承認」という。）を受けようとする者は、知事が定める日

までに、産業振興センター利用申込書（第11号様式）を知事に提出しなけ

ればならない。 

第19条 事務室に係る条例第３条前段の規定による利用の承認（以下この章

において「利用承認」という。）を受けようとする者は、知事が定める日

までに、産業振興センター利用申込書（第７号様式）を知事に提出しなけ

ればならない。 

２～４ 略 ２～４ 略 

  

（利用の承認の変更） （利用の承認の変更） 

第20条の２ 事務室利用者は、当該利用承認に係る条例第３条後段の規定に

よる変更の承認（以下この章において「変更承認」という。）を受けよう

とするときは、産業振興センター利用変更申込書（第12号様式）を知事に

提出しなければならない。 

第20条の２ 事務室利用者は、当該利用承認に係る条例第３条後段の規定に

よる変更の承認（以下この章において「変更承認」という。）を受けよう

とするときは、産業振興センター利用変更申込書（第８号様式）を知事に

提出しなければならない。 

２ 略 ２ 略 

  

（改造等の承認） （改造等の承認） 

第23条 事務室利用者は、事務室に改造を加えようとするとき、又は特殊な

設備を搬入しようとするときは、あらかじめ、産業振興センター改造等承

認申請書（第13号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

第23条 事務室利用者は、事務室に改造を加えようとするとき、又は特殊な

設備を搬入しようとするときは、あらかじめ、産業振興センター改造等承

認申請書（第９号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

  

（利用の中止の届出） （利用の中止の届出） 

第25条 事務室利用者は、事務室の利用を中止しようとするときは、当該利 第25条 事務室利用者は、事務室の利用を中止しようとするときは、当該利
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用を中止する日の２月前までに、産業振興センター利用中止届（第14号様

式）を知事に提出しなければならない。 

用を中止する日の２月前までに、産業振興センター利用中止届（第10号様

式）を知事に提出しなければならない。 

  

（指定管理者による管理の基準等） （指定管理者による管理の基準等） 

第34条の２ 略 

２ 条例第４条第６項の規則で定める業務は、次の各号に掲げる施設の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。 

(１) 国際会議場、展示場、情報通信交流館又は多目的広場 当該施設の

維持管理及び利用の承認（オフィスに係る利用の承認を除く。）に関す

る業務、利用料金の収受に関する業務その他の運営に関する業務 

(２)～(４) 略  

第34条の２ 略 

２ 条例第４条第６項の規則で定める業務は、次の各号に掲げる施設の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。 

(１) 国際会議場、展示場、情報通信交流館又は多目的広場 当該施設の

維持管理及び利用の承認に関する業務、利用料金の収受に関する業務そ

の他の運営に関する業務 

(２)～(４) 略  

３～６ 略 ３～６ 略 

  

（原状回復） （原状回復） 

第37条 会議場等利用者、大研修室等利用者、オフィスの利用の承認を受け

た者又は事務室利用者（以下「利用者」という。）は、国際会議場等、大

研修室等、オフィス若しくは事務室の利用を終了したとき、又は第７条、

第16条、若しくは第26条（第17条において準用する場合を含む。）の規定

により承認を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設を原状に回

復しなければならない。 

第37条 会議場等利用者、交流館利用者又は事務室利用者（以下「利用者」

という。）は、国際会議場等、大研修室等若しくは事務室の利用を終了し

たとき、又は第７条、第16条若しくは第26条の規定により承認を取り消さ 

れたときは、直ちにその利用に係る施設を原状に回復しなければならない。

２ 略 ２ 略 

  

別表第２（第34条の３関係） 別表第２（第34条の３関係） 

 １ 略 

 ２ 略 

１ 略 

２ 電気特別使用料、ガス特別使用料及び水道特別使用料 

  

  略                                略                               

備考 備考 

１ 「電気特別使用料」とは展示場を利用する者、大研修室等利用者又

は多目的広場を専用使用により利用する者が持ち込んだ電気器具を使

用するために展示場、情報通信交流館又は多目的広場内のコンセント

設備を利用する場合に係る電気使用料をいい、「ガス特別使用料」と

は展示場内のガス設備を利用する場合に係るガス使用料をいい、「水

道特別使用料」とは展示場内の給水設備を利用する場合に係る水道使

１ 「電気特別使用料」とは展示場を利用する者、交流館利用者又は多

目的広場を専用使用により利用する者が持ち込んだ電気器具を使用す

るために展示場、情報通信交流館又は多目的広場内のコンセント設備

を利用する場合に係る電気使用料をいい、「ガス特別使用料」とは展

示場内のガス設備を利用する場合に係るガス使用料をいい、「水道特

別使用料」とは展示場内の給水設備を利用する場合に係る水道使用料
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用料をいう。 

２ 情報通信交流館における電気の使用量は、大研修室等利用者が持ち

込んだ電気器具の定格消費電力により算定する。 

 

をいう。 

２ 情報通信交流館における電気の使用量は、交流館利用者が持ち込ん

だ電気器具の定格消費電力により算定する。 
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第１号様式（第４条関係） 第１号様式（第４条関係） 

（日本産業規格Ａ列４番）  

国際会議場・展示場・多目的広場利用申込書 

年  月  日  

 香川県知事     殿 

申込者 住  所           

氏  名           

団体にあっては、その    

名称及び代表者の氏名    

電話番号（  ）  ―    

 次のとおり国際会議場・展示場・多目的広場を利用したいので申し込みます。 

催 物 等 の 名 称  

利 用 の 目 的 

（催物等の内容） 
 

利 用 期 間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

内 
 

訳 

準 備 期 間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

開 催 期 間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

撤 去 期 間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

入 場 予 定 者 数 延 人、１日最大 人（ 月 日）、最少 人（ 月 日） 

※利 用 施 設 

国際会議場 
会議室、応接室、第１控室、第２控室、ビジネス
ルーム 

展 示 場 展示場（全面・Ａ・Ｂ） 

多目的広場 多目的広場（全面・水景施設を除く部分） 

※電 気、ガ ス 又 は 水 道 の 使 用 
展 示 場  電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 

多目的広場  電 気 

 

担 当 者 

所属   役職   氏名 

連絡先 電話（  ）  ―    

    メールアドレス 

※事前公表の可否 可・否 

備考 １ ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。 

２ 展示場を２分割した場合の北側部分をＡ、南側部分をＢとします。 

 

（日本産業規格Ａ列４番）  

国際会議場・展示場・多目的広場利用申込書 

年  月  日  

 香川県知事     殿 

申込者 住  所           

氏  名           

団体にあっては、その    

名称及び代表者の氏名    

電話番号（  ）  ―    

 次のとおり国際会議場・展示場・多目的広場を利用したいので申し込みます。 

催 物 等 の 名 称  

利 用 の 目 的 

（催物等の内容） 
 

利 用 期 間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

内 
 

訳 

準 備 期 間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

開 催 期 間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

撤 去 期 間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

入 場 予 定 者 数 延 人、１日最大 人（ 月 日）、最少 人（ 月 日） 

※利 用 施 設 

国際会議場 
会議室、応接室、第１控室、第２控室、ビジネス
ルーム 

展 示 場 展示場（全面・Ａ・Ｂ） 

多目的広場 多目的広場（全面・水景施設を除く部分） 

※電 気、ガ ス 又 は 水 道 の 使 用 
展 示 場  電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 

多目的広場  電 気 

 

担 当 者 
所属   役職   氏名 

連絡先（   ）   ― 
※事前公表の可否 可・否 

備考 １ ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。 

２ 展示場を２分割した場合の北側部分をＡ、南側部分をＢとします。 
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付表１                      （日本産業規格Ａ列４番）  

利 用 日 程                

区分 

 

施 設 

月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

国 
 

際 
 

会 
 

議 
 

場 

会 議 室                      

応 接 室                      

第 １ 控 室                      

第 ２ 控 室                      

ビ ジ ネ ス 
ル ー ム 

                     

展

示

場 

全 面                      

Ａ                      

Ｂ                      

多
目
的
広
場 

全 面                      

水景施設を
除 く 部 分 

                     

注 １ 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、夜間と

は午後６時から午後10時までをいいます。 

２ 該当するところに利用日と○印を記入してください。ただし、準備又は撤去の

ために利用する場合は、△印を記入してください。 

３ 展示場を２分割した場合の北側部分をＡ、南側部分をＢとします。 

 

  

 

付表１                      （日本産業規格Ａ列４番）  

利 用 日 程                

区分 

 

施 設 

月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

午 

前 

午 

後 

夜 
間 

午 

前 
午 

後 
夜 

間 

午 

前 

午 

後 

夜 

間 

国 
 

際 
 

会 
 

議 
 

場 

会 議 室                      

応 接 室                      

第 １ 控 室                      

第 ２ 控 室                      

ビ ジ ネ ス 
ル ー ム 

                     

展

示

場 

全 面                      

Ａ                      

Ｂ                      

多
目
的
広
場 

全 面                      

水景施設を
除 く 部 分 

                     

注 １ 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、夜間と

は午後６時から午後10時までをいいます。 

２ 該当するところに利用日と○印を記入してください。ただし、準備又は撤去の

ために利用する場合は、△印を記入してください。 

３ 展示場を２分割した場合の北側部分をＡ、南側部分をＢとします。 
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付表２                       （日本産業規格Ａ列４番） 

附 属 設 備 及 び 器 具                

施

設 

品   目 

単

位 

利 用 日 及 び 利 用 数 量 

月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 

午

前 

午

後 

夜

間 

午

前 

午

後 

夜

間 

午

前 

午

後 

夜

間 

午

前 

午

後 

夜

間 

午

前 

午

後 

夜

間 

午

前 

午

後 

夜

間 

午

前 

午

後 

夜

間 

国 
 
 
 

際 
  

 

会 
 
 
 

議 
 
 
 

場 

折り畳み式ステージ 台                      

演台 台                      

司会者台 台                      

音響装置 式                      

移動式スピーカー 台                      

マイクロホン 本                      

ＤＬＰプロジェクター装置 式                      

スクリーン 式                      

資料提示装置 式                      

サスペンションスポットライ
ト 列 

                     

同時通訳装置 式                      

同時通訳レシーバー 台                      

映像・音声伝送システム 式                      

映像・音声伝送システム用カ
メラ 台 

                     

展 
 
 
 
 

示 
 
 
 
 

場 

展示用パネル 枚                      

折り畳み式ステージ 台                      

演台 台                      

司会者台 台                      

パーテーションロープ（スタ
ンド付き） 本 

                     

音響装置 式                      

移動式スピーカー 台                      

マイクロホン 本                      

液晶プロジェクター装置 式                      

スクリーン 式                      

 注 １ 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、夜間と

は午後６時から午後10時までをいいます。 

   ２ 該当するところに利用日と利用数量を記入してください。  

 

付表２                       （日本産業規格Ａ列４番） 

附 属 設 備 及 び 器 具                

施

設 

品   目 

単

位 

利 用 日 及 び 利 用 数 量 

月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 

午

前 

午

後 

夜

間 

午

前 

午

後 

夜

間 

午

前 

午

後 

夜

間 

午

前 

午

後 

夜

間 

午

前 

午

後 
夜

間 
午

前 
午

後 

夜

間 

午

前 

午

後 

夜

間 

国 
 
 
 

際 
  

 

会 
 
 
 

議 
 
 
 

場 

折り畳み式ステージ 台                      

演台 台                      

司会者台 台                      

音響装置 式                      

移動式スピーカー 台                      

マイクロホン 本                      

ＤＬＰプロジェクター装置 式                      

スクリーン 式                      

資料提示装置 式                      

サスペンションスポットライ
ト 列 

                     

同時通訳装置 式                      

同時通訳レシーバー 台                      

映像・音声伝送システム 式                      

映像・音声伝送システム用カ
メラ 台 

                     

展 
 
 
 
 

示 
 
 
 
 

場 

展示用パネル 枚                      

折り畳み式ステージ 台                      

演台 台                      

司会者台 台                      

パーテーションロープ（スタ
ンド付き） 本 

                     

音響装置 式                      

移動式スピーカー 台                      

マイクロホン 本                      

液晶プロジェクター装置 式                      

スクリーン 式                      

 注 １ 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、夜間と

は午後６時から午後10時までをいいます。 

   ２ 該当するところに利用日と利用数量を記入してください。  
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第２号様式（第５条関係） 

 

第２号様式（第５条関係） 

（日本産業規格Ａ列４番）  

国際会議場・展示場・多目的広場利用変更申込書 

年  月  日  

 香川県知事     殿 

申込者 住  所           

氏  名           

団体にあっては、その    

名称及び代表者の氏名    

電話番号（  ）  ―    

     年  月  日付けで承認のあった国際会議場・展示場・多目的広場の

利用について、次のとおり変更したいので申し込みます。 

変 更 の 理 由  

変 
 

更 
 

後 
 

の 
 

内 
 

容 

催物等の名称  

利 用 期 間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

内 
 

訳 

準備期間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

開催期間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

撤去期間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

入場予定者数 延 人、１日最大 人（ 月 日）、最少 人（ 月 日） 

※利 用 施 設 

国際会議場 
会議室、応接室、第１控室、第２控室、ビジネス
ルーム 

展 示 場 展示場（全面・Ａ・Ｂ） 

多目的広場 多目的広場（全面・水景施設を除く部分） 

※電気、ガス又は水道の使
用 

展 示 場  電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 

多目的広場  電 気 

 

担 当 者 
所属   役職   氏名 

連絡先（   ）   ― 
※事前公表の可否 可・否 

備考 １ ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。 

２ 展示場を２分割した場合の北側部分をＡ、南側部分をＢとします。 

３ 利用日程又は利用する附属設備若しくは器具を変更する場合には、その変更

内容に応じて、それぞれ第１号様式付表１又は付表２を添付してください。  

（日本産業規格Ａ列４番）  

国際会議場・展示場・多目的広場利用変更申込書 

年  月  日  

 香川県知事     殿 

申込者 住  所           

氏  名           

団体にあっては、その    

名称及び代表者の氏名    

電話番号（  ）  ―    

     年  月  日付けで承認のあった国際会議場・展示場・多目的広場の

利用について、次のとおり変更したいので申し込みます。 

変 更 の 理 由  

変 
 

更 
 

後 
 

の 
 

内 
 

容 

催物等の名称  

利 用 期 間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

内 
 

訳 

準備期間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

開催期間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

撤去期間   年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

入場予定者数 延 人、１日最大 人（ 月 日）、最少 人（ 月 日） 

※利 用 施 設 

国際会議場 
会議室、応接室、第１控室、第２控室、ビジネス
ルーム 

展 示 場 展示場（全面・Ａ・Ｂ） 

多目的広場 多目的広場（全面・水景施設を除く部分） 

※電気、ガス又は水道の使
用 

展 示 場  電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 

多目的広場  電 気 

 

担 当 者 

所属   役職   氏名 

連絡先 電話（  ）  ―    

    メールアドレス 

※事前公表の可否 可・否 

備考 １ ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。 

２ 展示場を２分割した場合の北側部分をＡ、南側部分をＢとします。 

３ 利用日程又は利用する附属設備若しくは器具を変更する場合には、その変更

内容に応じて、それぞれ第１号様式付表１又は付表２を添付してください。  
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第３号様式（第６条関係） 第３号様式（第６条関係） 

 

 

 （日本産業規格Ａ列４番）  

国際会議場・展示場・多目的広場利用中止届 

年  月  日  

 香川県知事     殿 

届出者 住  所           

氏  名           

団体にあっては、その    

名称及び代表者の氏名    

電話番号（  ）  ―    

     年  月  日付けで承認のあった国際会議場・展示場・多目的広場の

利用の全部又は一部について、次のとおり中止したいので届け出ます。 

承 
 

認 
 

済 
 

の 
 

内 
 

容 

催物等の名称  

利 用 期 間    年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

※利 用 施 設 

国際会議場 
会議室、応接室、第１控室、第２控室、ビジネス

ルーム 

展 示 場 展示場（全面・Ａ・Ｂ） 

多目的広場 多目的広場（全面・水景施設を除く部分） 

中 止 の 理 由  

一部中止となる利

用 施 設 等 の 

内 容 

 

備考 １ ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。 

２ 展示場を２分割した場合の北側部分をＡ、南側部分をＢとします。  

（日本産業規格Ａ列４番）  

国際会議場・展示場・多目的広場利用中止届 

年  月  日  

 香川県知事     殿 

届出者 住  所           

氏  名           

団体にあっては、その    

名称及び代表者の氏名    

電話番号（  ）  ―    

     年  月  日付けで承認のあった国際会議場・展示場・多目的広場の

利用の全部又は一部について、次のとおり中止したいので届け出ます。 

承
認
済
の
内
容 

催物等の名称  

利 用 期 間    年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

中 止 の 理 由  

一部中止となる利

用 施 設 等 の 

内 容 

 

 

担 当 者 
所属        役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―    
    メールアドレス 

  



12 

第４号様式（第13条関係） 第４号様式（第13条関係） 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

情報通信交流館大研修室等利用申込書 
年  月  日 

香川県知事     殿 
申込者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 
次のとおり情報通信交流館大研修室等を利用したいので申し込みます。 

催 物 等 の 名 称 
 

利 用 の 目 的 

（催物等の内容） 

 

利 用 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

内 
 

訳 

準 備 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

開 催 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

撤 去 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

入 場 予 定 者 数 延 人、１日最大 人（ 月 日）、最少 人（ 月 日） 

※ 
利 用 施 設 

研 修 室 大研修室、中研修室、小研修室 

多目的ホール 

会議室 

カンファレンスルーム 

※ 
附 属 設 備 及 び 
器 具 の 使 用 
 

有 ・ 無 
（品目、数量、利用日及び利用時間） 
 
 

※ 
電 気 特 別 使 用 

有 ・ 無 
（器具名称、台数、合計定格消費電力及び
使用時間） 
 

 

担 当 者 
所属        役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―    
    メールアドレス 

備考 ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。  

（日本産業規格Ａ列４番） 

情報通信交流館利用申込書              
年  月  日 

香川県知事     殿 
申込者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 
次のとおり情報通信交流館を利用したいので申し込みます。 

催 物 等 の 名 称 
 

利 用 の 目 的 

（催物等の内容） 

 

利 用 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

内 
 

訳 

準 備 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

開 催 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

撤 去 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

入 場 予 定 者 数 延 人、１日最大 人（ 月 日）、最少 人（ 月 日） 

※利 用 施 設 

研 修 室 大研修室、中研修室、小研修室 

多目的ホール 多目的ホール 

会 議 室 会議室 

※附属設備及び        
器 具 の 使 用 

有 ・ 無 
（品目、数量、利用日及び利用時間） 
 
 

※電 気 特 別 使 用 有 ・ 無 
（器具名称、台数、合計定格消費電力及び使
用時間） 
 

 

担 当 者 
所属      役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―   ＦＡＸ（  ）  ― 

備考 ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。  
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第５号様式（第14条関係） 第５号様式（第14条関係） 

 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

情報通信交流館利用変更申込書 
年  月  日 

香川県知事     殿 
申込者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 
年  月  日付けで承認のあった情報通信交流館の利用について、次

のとおり変更したいので申し込みます。 

変 更 の 理 由 

 

変 
 

更 
 

後 
 

の 
 

内 
 

容 

催物等の名称  

利 用 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

内 
 

訳 

準 備 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

開 催 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

撤 去 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

入場予定者数 延 人、１日最大 人（ 月 日）、最少 人（ 月 日） 

※利 用 施 設 

研 修 室 大研修室、中研修室、小研修室 

多目的ホール 多目的ホール 

会 議 室 会議室 

※附属設備及び
器 具 の 使用 

有 ・ 無 
（品目、数量、利用日及び利用時間） 
 
 

※電気特別使用 有 ・ 無 
（器具名称、台数、合計定格消費電力及び
使用時間） 
 

 

担 当 者 
所属      役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―   ＦＡＸ（  ）  ― 

備考 ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。  

（日本産業規格Ａ列４番） 

情報通信交流館大研修室等利用変更申込書 
年  月  日 

香川県知事     殿 
申込者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 
年  月  日付けで承認のあった情報通信交流館大研修室等の利用に

ついて、次のとおり変更したいので申し込みます。 

変 更 の 理 由 

 

変 
 

更 
 

後 
 

の 
 

内 
 

容 

催物等の名称  

利 用 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

内 
 

訳 

準 備 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

開 催 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

撤 去 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

入場予定者数 延 人、１日最大 人（ 月 日）、最少 人（ 月 日） 

※ 
利 用  施 設 

研 修 室 大研修室、中研修室、小研修室 

多目的ホール 

会議室 

カンファレンスルーム 

※ 
附属設備及び 
器 具 の 使 用 

有 ・ 無 
（品目、数量、利用日及び利用時間） 
 
 

※ 
電気特別使用 

有 ・ 無 
（器具名称、台数、合計定格消費電力及び
使用時間） 
 

 

担 当 者 
所属         役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―   

メールアドレス 

備考 ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。 
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第６号様式（第15条関係） 

 

 

 

 

第６号様式（第15条関係） 

 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

情報通信交流館大研修室等利用中止届 

 

年  月  日 

 

香川県知事     殿 

 

届出者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

 

年  月  日付けで承認のあった情報通信交流館大研修室等の利用

について、次のとおり中止したいので届け出ます。 

承
認
済
の
内
容 

催物等の名称  

利 用 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

中 止 の 理 由  

その他参考となる

事 項 
 

 

担 当 者 
所属         役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―   

メールアドレス 

備考 ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。  

（日本産業規格Ａ列４番） 

情報通信交流館利用中止届              

 

年  月  日 

 

香川県知事     殿 

 

届出者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

 

年  月  日付けで承認のあった情報通信交流館の利用について、次

のとおり中止したいので届け出ます。 

承
認
済
の
内
容 

催物等の名称 
 

利 用 期 間     年 月 日 時から    年 月 日 時まで 

※利 用 施 設      

研 修 室 大研修室、中研修室、小研修室 

多目的ホール 多目的ホール 

会 議 室 会議室 

中 止 の 理 由  

その他参考となる

事 項 
 

備考 ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。  
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第７号様式（第17条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

情報通信交流館オフィス利用申込書 

 

年  月  日 

 

香川県知事     殿 

 

申込者 住 所 
氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

 

次のとおり情報通信交流館オフィスを利用したいので、関係書類を添えて申し込

みます。 

利 用 オ フ ィ ス 号室      ㎡ 

利 用 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

 

担 当 者 
所属         役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―   

メールアドレス 
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第８号様式（第17条の２関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本産業規格Ａ列４番）  

情報通信交流館オフィス利用変更申込書 

 

年  月  日  

 

 香川県知事     殿 

 

申込者 住 所 
氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

    

 

     年  月  日付けで承認のあった情報通信交流館オフィスの利用につ

いて、次のとおり変更したいので申し込みます。 

変 更 の 内 容 

 

変 更 が 必 要 な 理 由 

 

 
  

担 当 者 
所属        役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―    
    メールアドレス 
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第９号様式（第17条の２関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

情報通信交流館オフィス改造等承認申請書 

 

年  月  日 

 

香川県知事     殿 

 

申請者 住 所 
氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

 

情報通信交流館オフィスの改造等の承認を受けたいので、次のとおり申請しま

す。 

改 造 等 が 必 要 な 

オ フ ィ ス 
       号室     ㎡ 

改 造 等 の 内 容  

改造等に要する期間 年  月  日から    年  月  日まで 

改造等が必要な理由  

 

担 当 者 
所属        役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―    
    メールアドレス 
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第10号様式（第17条の２関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

情報通信交流館オフィス利用中止届 

 

年  月  日 

 

香川県知事     殿 

 

届出者 住 所 
氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

 

年  月  日付けで承認のあった情報通信交流館オフィスの利用につ

いて、次のとおり中止したいので届け出ます。 

現 在 利 用 中 の 

オ フ ィ ス 
号室      ㎡ 

利用を中止する日       年    月    日 

利用を中止する理由  

 

担 当 者 
所属        役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―    
    メールアドレス 
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第11号様式（第19条関係） 

 

 

 

 

第７号様式（第19条関係） 

 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

産業振興センター利用申込書 

 

年  月  日 

 

香川県知事     殿 

 

申込者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

 

次のとおり産業振興センターを利用したいので、関係書類を添えて申し込みま

す。 

利 用 事 務 室    号室   ㎡ 

利 用 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

 

担 当 者 
所属        役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―    
    メールアドレス 

  

（日本産業規格Ａ列４番） 

産業振興センター利用申込書 

 

年  月  日 

 

香川県知事     殿 

 

申込者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

 

次のとおり産業振興センターを利用したいので、関係書類を添えて申し込みま

す。 

利 用 事 務 室       号室 

利 用 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

連絡先 

担当者氏名  

担 当 部 署  

電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  

  



20 

第12号様式（第20条の２関係） 

 

 

第８号様式（第20条の２関係） 

（日本産業規格Ａ列４番）  

産業振興センター利用変更申込書 

 

年  月  日  

 

 香川県知事     殿 

 

申込者 住  所           

氏  名           

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名)   

電話番号（  ）  ―    

 

     年  月  日付けで承認のあった産業振興センターの利用について、

次のとおり変更したいので申し込みます。 

変 更 の 内 容 

 

変 更 が 必 要 な 理 由 

 

 

担 当 者 
所属        役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―    
    メールアドレス 

  

（日本産業規格Ａ列４番）  

産業振興センター利用変更申込書 

 

年  月  日  

 

 香川県知事     殿 

 

申込者 住  所           

氏  名           

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名)   

電話番号（  ）  ―    

 

     年  月  日付けで承認のあった産業振興センターの利用について、

次のとおり変更したいので申し込みます。 

変 更 の 内 容 

 

変 更 が 必 要 な 理 由 
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第13号様式（第23条関係） 第９号様式（第23条関係） 

 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

産業振興センター改造等承認申請書 

 

年  月  日 

 

香川県知事     殿 

 

申請者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

 

産業振興センターの改造等の承認を受けたいので、次のとおり申請します。 

改造等が必要な事務室    号室    ㎡ 

改 造 等 の 内 容  

改造等に要する期間 年  月  日から    年  月  日まで 

改造等が必要な理由  

 

担 当 者 
所属        役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―    
    メールアドレス 

  
 

（日本産業規格Ａ列４番） 

産業振興センター改造等承認申請書 

 

年  月  日 

 

香川県知事     殿 

 

申請者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

 

産業振興センターの改造等の承認を受けたいので、次のとおり申請します。 

改造等が必要な事務室       号室 

改 造 等 の 内 容  

改造等に要する期間 年  月  日から    年  月  日まで 

改造等が必要な理由  
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第14号様式（第25条関係） 

 

 

第10号様式（第25条関係） 

 

  

（日本産業規格Ａ列４番） 

産業振興センター利用中止届 

 

年  月  日 

 

香川県知事     殿 

 

届出者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

 

年  月  日付けで承認のあった産業振興センターの利用について、

次のとおり中止したいので届け出ます。 

現在利用中の事務室    号室    ㎡ 

利用を中止する日       年    月    日 

利用を中止する理由  

 

担 当 者 
所属        役職      氏名 
連絡先 電話（  ）  ―    
    メールアドレス 

  
 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 

産業振興センター利用中止届 

 

年  月  日 

 

香川県知事     殿 

 

届出者 住 所 

氏 名 

(団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名) 

電話番号（  ）  ― 

 

年  月  日付けで承認のあった産業振興センターの利用について、

次のとおり中止したいので届け出ます。 

現在利用中の事務室       号室 

利用を中止する日       年    月    日 

利用を中止する理由  

利用中 

止後の 

連絡先 

担当者氏名  

担 当 部 署  

電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  
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附 則 

１ この規則は、香川県サンポート高松交流拠点施設条例の一部を改正する条例（令和４年香川県条例第27号）の施行の日から施行する。 

２ 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。 


